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(54)【発明の名称】 繊維製品の選定方法

(57)【要約】
【課題】  本発明は、適切な皮膚への物理刺激を付与す
ることにより、精神的なストレスを軽減する効果を有す
る繊維製品の選定方法を提供することを目的とする。
【解決手段】  複数の試作繊維製品の中から本生産用の
繊維製品を選定する方法であって、試作繊維製品を使用
する前後の使用者の唾液を採取し、唾液中の分泌型免疫
グロブリンＡの濃度を測定し、該評価結果に基づいて本
生産用の繊維製品を選定する方法で、具体的には予め特
定の布帛力学特性を有する編織物からなる繊維製品を使
用者が使用し、その後試作繊維製品の使用中に精神的な
ストレスをかけ、使用開始後２０分～１３５分後に使用
者の唾液を採取し、分泌型免疫グロブリンＡの増加量が
少ない試作繊維製品を選定する繊維製品の選定方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  複数の試作繊維製品の中から本生産用の
繊維製品を選定する方法であって、試作繊維製品を使用
する前後の使用者の唾液を採取し、唾液中の分泌型免疫
グロブリンＡの濃度を測定し、該評価結果に基づいて本
生産用の繊維製品を選定することを特徴とする繊維製品
の選定方法。
【請求項２】  使用者の分泌型免疫グロブリンＡの増加
量が少ない試作繊維製品を選定することを特徴とする請
求項１記載の繊維製品の選定方法。
【請求項３】  試作繊維製品の使用中に精神的なストレ
スをかけ、使用開始後２０分～１３５分後に使用者の唾
液を採取することを特徴とする請求項１記載の繊維製品
の選定方法。
【請求項４】  試作繊維製品を使用する前に、以下の布
帛力学特性を有する編織物からなる繊維製品を予め使用
することを特徴とする請求項１記載の繊維製品の選定方
法。
１０≦ＥＭＣ≦３０
０．０６≦Ｂ(Ｔ)≦０．１０
０．０４≦Ｂ(Ｙ)≦０．０７
０．０３≦ＭＭＤ(Ｔ)≦０．０５
０．０１≦ＭＭＤ（Ｙ）≦０．０３
ＥＭＣ：圧縮率（％）
Ｂ（Ｔ）：曲げ剛性  タテ方向（ｇｆ・ｃｍ2/ｃｍ）
Ｂ（Ｙ）：曲げ剛性  ヨコ方向（ｇｆ・ｃｍ2/ｃｍ）
ＭＭＤ（Ｔ）：表面摩擦係数の平均偏差ＭＭＤ
ＭＭＤ（Ｙ）：表面摩擦係数の平均偏差ＭＭＤ
【請求項５】  試作繊維製品を使用する前後の唾液を１
０名以上の使用者から採取し、唾液中の分泌型免疫グロ
ブリンＡの変化量が、一時的に、統計上有意に増加しな
い試作品を選定することを特徴を有する請求項１記載の
繊維製品の選定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、肌に適切な物理刺
激を付与することにより、精神的なストレスを軽減する
ことを目的とする、インナー、スポーツウェア、制服、
作業服、等の衣服、パジャマ、シーツ等の寝装品、その
他、タオル、スリッパ、オムツ、生理用ナプキン等、肌
に接触する製品に用いられる繊維製品の選定方法に関す
る。
【従来の技術】
【０００２】肌に接触する衣服、寝装品、日用雑貨、衛
生物品等の繊維製品において、これまで、やわらかい、
かたい、なめらか、ざらざら、しっとり、ふんわり、は
りがある、こしがあるシャリ感がある、ピーチスキン調
等、触感を表現してきた。その肌触り、風合いを好みに
よって選定してきており、その触感が生体に対してどの
ような影響があるかまでは検討していなかった。
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【０００３】衣服、寝装品、等の着用時および使用時の
快適性の評価については、熱・水分特性に関する不快感
をアンケートで調査すると同時に、皮膚温や、直腸温・
食道温等の体温、血流量、発汗量等の生体特性のデータ
も採取し、両者の関係を把握しながら評価する方法がと
られてきた。また、衣服、寝装品、カーシート等から皮
膚に対する圧力がおよぼす圧迫感等の不快感について
も、アンケートで着用感を調査すると同時に、身体にか
かる圧力を体の各部位で測定し、両者の関係を把握しな
がら評価する方法がとられてきた。一方で、肌触り、風
合いについては、人の感覚を非常に重要視しており、生
体への影響まで把握した評価はあまりされていない。
【０００４】最近、精神的なストレスと生体反応との関
係の研究において、精神的な一過性ストレスがかかると
唾液中の免疫グロブリンＡが増加することが明らかにな
っている。しかし、皮膚への物理刺激と分泌型免疫グロ
ブリンＡとの関係については、明らかな知見は得られて
いない。また、そのような性能に着目した繊維製品は製
造されていない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、適切な皮膚
への物理刺激を付与することにより、精神的なストレス
を軽減する効果を有する繊維製品を製造する方法を提供
することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明は、かかる目的を
達成するために、次の構成を有する。即ち本発明は、複
数の試作繊維製品の中から本生産用の繊維製品を選定す
る方法であって、試作繊維製品を使用する前後の使用者
の唾液を採取し、唾液中の分泌型免疫グロブリンＡの濃
度を測定し、該評価結果に基づいて本生産用の繊維製品
を選定することを特徴とする繊維製品の選定方法であ
る。そして具体的には、使用者の分泌型免疫グロブリン
Ａの増加量が少ない試作繊維製品を選定することを特徴
とする上記記載の繊維製品の選定方法、試作繊維製品の
使用中に精神的なストレスをかけ、使用開始後２０分～
１３５分後に使用者の唾液を採取することを特徴とする
上記記載の繊維製品の選定方法、試作繊維製品を使用す
る前に、以下の布帛力学特性を有する編織物からなる繊
維製品を予め使用することを特徴とする上記記載の繊維
製品の選定方法、
１０≦ＥＭＣ≦３０
０．０６≦Ｂ(Ｔ)≦０．１０
０．０４≦Ｂ(Ｙ)≦０．０７
０．０３≦ＭＭＤ(Ｔ)≦０．０５
０．０１≦ＭＭＤ（Ｙ）≦０．０３
ＥＭＣ：圧縮率（％）
Ｂ（Ｔ）：曲げ剛性  タテ方向（ｇｆ・ｃｍ2/ｃｍ）
Ｂ（Ｙ）：曲げ剛性  ヨコ方向（ｇｆ・ｃｍ2/ｃｍ）
ＭＭＤ（Ｔ）：表面摩擦係数の平均偏差ＭＭＤ
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ＭＭＤ（Ｙ）：表面摩擦係数の平均偏差ＭＭＤ
試作繊維製品を使用する前後の唾液を１０名以上の使用
者から採取し、唾液中の分泌型免疫グロブリンＡの変化
量が、一時的に、統計上有意に増加しない試作品を選定
することを特徴を有する上記記載の繊維製品の選定方法
である。
【０００７】以下、本発明について詳細に説明する。肌
に接触する部分を有する繊維製品とは、胸、背中、腕、
脚、臀部、腰、腹部、手、足、等、身体の部分に限定す
ることなく、直接肌に接触する部分があればよい。望ま
しくは、接触面積が大きいこと、あるいは、皮膚と繊維
製品とがズレ動きやすく刺激を感じる状態が生じやすい
こと、あるいは、触覚感覚受容器の配置密度の高い手掌
部分に本発明の繊維を用いること等が挙げられる。
【０００８】繊維製品とは、繊維から構成される、イン
ナー、スポーツウェア、制服、作業服、等の衣服、パジ
ャマ、シーツ等の寝装品、その他、タオル、スリッパ、
オムツ、生理用ナプキン等、肌に接触する製品のことで
ある。衣服のように、常に肌に接触している製品でなく
ても良い。
【０００９】本発明の、「試作品」とは、販売が確定し
ていない段階、すなわち、開発段階で作成した織物、編
物、不織布等、繊維から構成されるもので、試しに製品
の形にしたものを意味する。一方、「本生産」とは、試
作品の中から一定の基準で特定の試作品を選定し、該試
作品を量産化することを確定することである。
【００１０】本発明の「使用」とは、繊維製品を実用に
近い状態で身につけることであり、衣服であれば着用を
意味し、スリッパでは履く、寝装品では寝ることを意味
する。「使用前後」とは、本発明の繊維製品を身につけ
る前と、身につけた後を意味する。
【００１１】唾液の採取方法はブルマン社の唾液コレク
ションチューブで１ｍｌ以上の唾液を採取する方法が採
用される。チューブに吸収された唾液は、遠心分離機で
３０００ｒｐｍの回転速度で１０分間分離し、－２０℃
で冷凍保管する。そして、解凍した唾液の上澄みを希釈
して検体とする。
【００１２】本発明の、唾液中の分泌型免疫グロブリン
Ａとは、一過性の精神性ストレスを評価する指標として
用いる。分泌型免疫グロブリンＡの測定は、ＳＲＬ社の
ＥＩＡ  s-ＩｇＡテストキットを用いて行う。抗ヒトセ
クレタリーコンポーネントを均一に結合させたポリスチ
レンボール（ビーズ）に、解凍、希釈した唾液検体を入
れ、３７℃、１時間反応させ、洗浄後、ペルオキシター
ゼ標識抗ヒトＩｇＡを反応させる。そして、再び洗浄し*
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*た後、オルトフェニレンジアミンと過酸化水素の溶解液
を基質液として酵素反応させ、硫酸にて反応を停止す
る。最後に、２，２‘－ジアミノアゾベンゾールの生成
量を分光計を用いて波長４９２ｎｍで測定し、分泌型免
疫グロブリンＡ（ｓ-ＩｇＡ）量を算出する。尚、本Ｅ
ＩＡ  ｓ-ＩｇＡテストキットは、対外診断用医薬品  
承認番号  ６３Ｅ第１９３０号に認可されている。免疫
グロブリンＡは、血液中にも存在するが、本発明の免疫
グロブリンＡは血液中のものではなく、唾液中の分泌型
免疫グロブリンＡのことをいう。一過性のストレスは、
後者と対応が良好である。
【００１３】本発明の、分泌型免疫グロブリンＡの増加
量とは、使用後の分泌型免疫グロブリンＡの濃度から、
使用前の分泌型免疫グロブリンＡの濃度を減算して求め
る値である。該濃度の増加量が少ない試作品を選定し、
該試作品を本生産化する。尚、増加量が少ないとは、減
少量が多いことも含まれる。
【００１４】具体的な、使用方法であるが、以下の方法
または該方法に準ずる方法で行うことを提案する。
【００１５】２６℃、５０％ＲＨの暑くも寒くもない中
立環境下で、１０名以上の被験者により使用テストを実
施する。標準となる繊維構造物として、カトーテック
（株）製のＫＥＳ（kawabata evaluation system）で測
定する布帛力学特性が、圧縮率ＥＭＣが１０％から３０
％、曲げ剛性Ｂがタテ方向で０．０６から０．１０gf・
cm2/cm、ヨコ方向で０．０４から０．０７gf・cm2/cm、
ＫＥＳ－ＳＥによる表面摩擦係数の平均偏差ＭＭＤがタ
テ方向で０．０３から０．０５、ヨコ方向で０．０１か
ら０．０３の編物を用いる。標準となる繊維構造物から
なる繊維製品を身につけ、２０分間以上安静にし、唾液
（Ａ１）を採取する。その後、本発明の繊維構造物から
なる繊維製品を身につけて、１５分間安静にしたのち、
クレペリン検査等の計算問題等の精神的にストレスのか
かる負荷を２０～１２０分実施した後、唾液（Ａ２）を
採取する。さらに、別の日の同じ時間帯に、標準となる
繊維構造物を身につけ、その後、本発明の繊維製品を身
につける代わりに、もう１つの標準となる繊維構造物を
身につけ、同様の実験スケジュールをこなす。同じ標準
となる繊維製品を２つ用意し用いるわけである。被験者
によって、身につける繊維製品の順序は変更する。繊維
製品を変更する前に、唾液（Ｂ１）を採取し、変更した
後、安静、負荷後の唾液（Ｂ２）を同様にして採取す
る。そして、各自の唾液中の分泌型免疫グロブリンＡ(s
-IgA)を測定し、変化量を

（Ａ３）＝（（Ａ２）の  s-IgA ）－（（Ａ１）の  s-IgA）    お
よび
（Ｂ３）＝（（Ｂ２）の  s-IgA ）－（（Ｂ１）の  s-IgA）（Ａ３）：標準となる繊維製品から、本発明の繊維構造

物からなる繊維製品に変更した場合のs-IgA変化量
（Ｂ３）：標準となる繊維製品から、同様の標準となる

繊維製品に変更した場合のs-IgA変化量
式で、算出する。そして、被験者全員の(Ａ３)、(Ｂ３)
を平均し、両値の平均値の差の検定を行い、危険率１０
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％以下で、有意に本発明の繊維製品に変更した場合の方
が、s-IgAの増加量が少ない、または、減少量が多い繊
維製品を選定する。本発明の、一時的な変化とは、本発
明の繊維製品の使用前から、使用して２０分から１２０
分後の変化を意味する。
【００１６】使用中に、精神的にストレスのかかる負荷
を付与することにより、より効果がわかりやすくなる
が、皮膚への刺激のみにとどめ、精神的なストレスのか
かる負荷をかけなくてもよい。尚、精神的なストレスと
は、クレペリン検査等の単純な計算問題のほかに、ホラ
ー映画のような怖いと感じる映画を観る等、特に限定は
しない。
【００１７】使用開始後、２０分から１３５分後に唾液
を採取するのは、唾液中の免疫グロブリンＡは一過性の
ストレスの指標であるからである。一過性とは、任意の
刺激に対して、２０分から３日間程度の間の影響であ
り、刺激の影響を検出しやすい、使用開始後２０分から
１３５分後の唾液を採取することを提案する。尚、分泌
型免疫グロブリンＡは、１週間以上の長期間のストレス
に対しては逆に減少する傾向を有するので、そのような
ケースとは区別して扱われるべきである。該ケースでの
分泌型免疫グロブリンＡは、免疫力の低下を評価する指
標として用いられる。
【００１８】次に、本発明の「統計上、有意に増加量が
少ない」という内容について説明する。唾液中の分泌型
免疫グロブリンＡは生体物質であり、正常値は、５２か
ら９３１μｇ/ｍｌの範囲にあると言われており、個人
差が非常に大きい。従って、絶対値での評価は困難であ
る。そこで、１０人以上の被験者の結果を用い、統計処
理を行い、平均値の差の検定より、判断をする方法をと
る。被験者数は、多いほど精度が高まるので、２０人以
上が望ましい。本発明の、「有意」とは、危険率１０％
以下で有意であることを意味しているが、望ましくは危
険率５％以下で有意であることが適当である。また、作
業負荷のかけ方によって、ｓ－IgAが増加する場合もあ
れば減少する場合もある、また、被験者によっても、s-
IgAが増加する場合もあれば、減少する場合もある。そ
こで、１つの実験で、負荷を統一し、被験者を固定する
ことで、挙動がほぼ一定になるようにする。このよう
に、実験により、増加する場合、減少する場合の両方が
あるが、本発明の繊維製品を使用することで、増加量が
少ない効果を有する。増加量が少ないとは、減少量が多
いことも含まれる。
【００１９】試作品の使用方法は、上記内容に限定され
るものではなく、目標とする各繊維製品の使用状況に合
わせた方法で良いが、肌への接触時間、基準となる繊維
製品は統一して実験を行う。
【００２０】次に、具体的に本発明の繊維製品の製造方
法の１例について説明する。ここでは、長袖のＴシャツ
形状のインナーの製造方法について紹介する。
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【００２１】まず、試作品１から試作品１１の、各々の
繊維構造物からなる長袖のＴシャツ形状のインナーを作
成する。
【００２２】（試作品１）繊維長が１．４５inch、繊度
が３．８μ、強力が３６g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が２．５の４０番手の紡績糸を作成し、フ
ライス編地を作成した。その後、肌側面を起毛し、該編
物で長袖のＴシャツを縫製した。紡績は、２本の粗糸を
精紡段階でフロントローラーから出た部分で撚り合わす
方式を用いた。
【００２３】（試作品2）繊維長が１．４５inch、繊度
が３．８μ、強力が３６g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が２．５の４０番手の紡績糸を作成し、フ
ライス編地を作成し、該編物で長袖のＴシャツを縫製し
た。紡績は、２本の粗糸を精紡段階でフロントローラー
から出た部分で撚り合わす方式を用いた。
【００２４】（試作品３）繊維長が１．３８inch、繊度
が３．９μ、強力が３５．３g/texである綿１００％か
らなる、撚り係数が２．７の４０番手の紡績糸を作成
し、フライス編地を作成し、該編物で長袖のＴシャツを
縫製した。
【００２５】（試作品４）繊維長が１．４５inch、繊度
が３．８μ、強力が３６g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が２．５の４０番手の紡績糸を作成した。
この紡績糸と、８３dtexのポリステルフィラメントとの
仮撚り加工糸との交編により、肌側面に綿からなる紡績
糸が集中した鹿の子組織の編物を作成した。該編物で長
袖のＴシャツを縫製した。
【００２６】(試作品５)繊維長が１．４５inch、繊度が
３．８μ、強力が３６g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が２．７の５０番手の紡績糸を作成した。
この紡績糸と、ナイロン４４dtex（３４フィラメン
ト）、およびスパンデックス４４dtexとの２wayトリコ
ットを作成した。そして、該編物で長袖のＴシャツを縫
製した。該編地は、編地の内層にスパンデックスが配置
する構造になっている。また、綿の紡績糸は、２本の粗
糸を精紡段階でフロントローラーから出た部分で撚り合
わす方式を用いた。
【００２７】（試作品６）繊維長が１．４５inch、繊度
が３．８μ、強力が３６g/texである綿を６５％、１．
３dtexのポリエステルステープルを３５％もちいた、撚
り係数が３．０の４０番手の紡績糸を作成した。この紡
績糸と、スパンデックス４４dtexとで鹿の子組織編物を
作成し、さらに、長袖Tシャツを縫製した。
【００２８】(試作品７)繊維長が１．４５inch、繊度が
３．８μ、強力が３６g/texである綿の粗糸に、５６dte
x(２４フィラメント)のポリエステルフィラメントを精
紡段階で電気開繊して混合させ、撚り係数が３．３の４
０番手の紡績糸を作成し、該糸を経糸にもちい、１．
１、２．２、５．６dtexの３種類の単糸繊度を有する繊
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7
維からなる１１０dtexの異収縮混繊糸のポリエステルフ
ィラメントを緯糸に用いた、織物を作成した。そして、
該織物で長袖のＴシャツを縫製した。
【００２９】（試作品８）繊維長が１．２０inch、繊度
が４．０μ、強力が３０g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が３．７の４０番手の紡績糸を作成し、フ
ライス編地を作成した。該編物で長袖のＴシャツを縫製
した。
【００３０】（試作品９）繊維長が１．２０inch、繊度
が４．０μ、強力が３０g/texである綿１００％からな
る、撚り係数が３．３の４０番手の紡績糸を作成し、フ
ライス編地を作成した。該編物で長袖のＴシャツを縫製
した。
【００３１】（試作品１０）繊維長が１．４５inch、繊
度が３．８μ、強力が３６g/texである綿１００％から
なる、撚り係数３．７の４０番手の紡績糸を作成し、フ
ライス編地を作成した。該編物で長袖のＴシャツを縫製
した。
【００３２】（試作品１１）繊維長が１．３９inch、繊
度が２．７μ、強力が３０．３g/texである綿１００％
からなる、撚り係数が３．０の４０番手の紡績糸を作成
し、フライス編地を作成し、該編物で長袖のＴシャツを
縫製した。
【００３３】次に、試作品の使用テストを実施した。使*
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*用テストは、２６℃、５０％ＲＨの暑くも寒くもない中
立環境下で、女性１０名により実施した。標準の繊維製
品（Ｔシャツ）として、カトーテック（株）製のＫＥＳ
（kawabata evaluation system）で測定する布帛力学特
性が、圧縮率ＥＭＣが２７．４％、曲げ剛性Ｂがタテ方
向で０．０８９gf・cm2/cm、ヨコ方向で０．０５７gf・
cm2/cm、ＫＥＳ－ＳＥによる表面摩擦係数の平均偏差Ｍ
ＭＤがタテ方向で０．０３６、ヨコ方向で０．０１８の
編物からなる長袖Ｔシャツを用いた。Ｔシャツのパター
ンは、試作品と標準品とで同様にした。まず、標準のＴ
シャツを着用し、２０分間以上安静にし、唾液（Ａ１）
を採取する。その後、試作品１から試作品１１のどれか
に着替えて、１５分間安静にしたのち、１桁の足し算を
１５分間実施し、５分間休憩し、さらに１桁の足し算を
１５分間実施し、唾液（Ａ２）を採取した。別の日の同
じ時間帯に、標準のＴシャツを着用し、試作品１から試
作品１１のどれかに着替える代わりに、もう１枚の標準
のＴシャツに着替え、同様の実験を実施した。着替える
前に唾液（Ｂ１）を採取し、着替えて安静、負荷後の唾
液（Ｂ２）を同様にして採取した。被験者によって、標
準のＴシャツで通す実験と、試作品に着替える実験の順
序は変更した。そして、各自の唾液中の分泌型免疫グロ
ブリンＡ(s-IgA)を測定し、変化量を

（Ａ３）＝（（Ａ２）の  s-IgA ）－（（Ａ１）の  s-IgA）    お
よび
（Ｂ３）＝（（Ｂ２）の  s-IgA ）－（（Ｂ１）の  s-IgA）（Ａ３）：標準Ｔシャツから試作Ｔシャツに着替えた場

合のs-IgA変化量
（Ｂ３）：標準Ｔシャツから標準Ｔシャツに着替えた場
合のs-IgA変化量
式で、算出した。そして、被験者全員の(Ａ３)、(Ｂ３)
を平均し、両値の平均値の差の検定を実施した。被験者
全員、試作品１から試作品１１、および標準のＴシャツ
を全て着用し、標準のＴシャツで通した場合の唾液中分
泌型免疫グロブリンＡの変化量との差を検定する。
【００３４】評価結果を表１に示す。標準のＴシャツと
統計上危険率１０％以下で有意になった試作品は、試作
品１、試作品２、試作品３、試作品４、試作品５、試作
品６、試作品７であり、該試作品を選定し、本生産化、
すなわち量産化する。このとき、効果の大きい、試作品

１、試作品２を選定することが好ましい。尚、使用テス
トに用いる試作品は、製造する繊維製品と同じ用途、形
状の製品にする必要はない。すなわち、上記のように、
Ｔシャツ形状のウェアでテストを実施し、選定された試
作品を構成する編物を別の用途、形状である、スポーツ
用シャツ、半袖インナー、靴下、スリッパ等に使用して
も良い。また、上記テストの試作品のように、主として
糸の違いを検出するテストで選定された試作品の場合、
該試作品を構成する編物の糸をもちいれば、組織を変え
たり、他の糸との組み合わせをしたり、織物にした繊維
製品を本生産化しても良い。
【００３５】
【表１】



(6) 特開２００２－３３９２２９
9

【００３６】
【発明の効果】本発明によると実際にストレスを軽減す
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る効果がある繊維製品を消費者に容易に提供することを
可能とする。
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